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１．新型コロナウイルス感染症重症患者を診療する医療従事者派遣体制の確保事業

の事業範囲について 

「令和３年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業（医療分）」の「(7)

新型コロナウイルス感染症重症患者を診療する医療従事者派遣体制の確保事業」

においては、これまで新型コロナウイルス感染症重症患者の治療に必要な医療機

器を正しく扱える知識を持った医師等医療従事者の派遣を行う医療機関（派遣元）

を対象として、その派遣実績に応じて支援を行ってきたところです。今般、その

対象として、都道府県が実施する新型コロナウイルス感染症重症患者に対応する

医療従事者養成研修に参加する医師、看護師、臨床工学技士の派遣を行う医療機

関（派遣元）を追加することとしました（別添１「令和３年度新型コロナウイル

ス感染症緊急包括支援事業（医療分）に関する Q＆A（第 10版）について（令和

３年 12月３日厚生労働省医政局医療経理室、健康局結核感染症課事務連絡）（抜

粋）」参照）。 

各都道府県におかれましてはこの趣旨を踏まえ、人工呼吸器等の重症者の治

療を行うために必要な医療機器を正しく扱える知識を持つ医療従事者の確保の

ため、当該事業の積極的な活用をお願いします。 

 

 

２. 新型コロナウイルス感染症重症患者に対応する医療従事者養成研修の需要

増大への対応について 

今般、１．のとおり、各都道府県において当該研修を実施するにあたり、医療機

関が医師、看護師、臨床工学技士を当該研修に積極的に派遣いただくために、医療

機関（派遣元）を対象に、その派遣実績に応じて支援を行うこととしました（別添

２参照）。 

各都道府県におかれましてはこの趣旨を踏まえ、人工呼吸器等の重症者の治

療を行うために必要な医療機器を正しく扱える知識を持つ医療従事者の確保の

ため、「令和３年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業（医療分）」の「（20）

新型コロナウイルス感染症重症患者に対応する医療従事者養成研修事業」（参考）

も活用しながら、当該研修の積極的な開催をお願いするとともに、管下の医療機

関に対して、当該研修に積極的に医師、看護師、臨床工学技士を派遣していただ

くよう、周知方をお願いします。 
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事 務 連 絡 

令和３年１２月３日 

 

各都道府県衛生主管部（局） 御中 

 

厚生労働省医政局医療経理室 

厚生労働省健康局結核感染症課 

 

 

令和３年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業（医療分） 

に関するＱ＆Ａ（第 10版）について 

 

 

令和３年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業（医療分）につい

て、今般、別添のとおり「令和３年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援

事業（医療分）に関するＱ＆Ａ（第 10版）」を作成いたしましたので、ご留意

いただきますようお願いいたします。 

「令和３年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業（医療分）に関す

るＱ＆Ａ（第９版）」（令和３年 11月 24日）から追記等を行った部分には下線

を付しております。 

 

 

  

別添１：Q＆A（抜粋） 
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○新型コロナウイルス重症患者を診療する医療従事者派遣体制の確保事業 

（答） 

○ 含まれます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１  新型コロナウイルス重症患者を診療する医療従事者派遣体制の確保事業

において、医師等の医療従事者を都道府県が実施する新型コロナウイルス感

染症重症患者に対応する医療従事者養成研修に派遣した場合は対象に含まれ

るのでしょうか。 



A医療機関

B医療機関

専門の医療従事者
チームを派遣

重症者を受け入れ

派遣されたチームも参加し人工
呼吸器やECMO等を活用し治療

○ 重症者に対して専門性が高い医療機器（人工呼吸器やECMO等）による治療を行える人材は限られている

中で、重症者に対応可能な体制を確保するため、専門の医療従事者チームを重症者の治療を行う入院医療
機関に派遣するために必要な経費を支援する。

（追加）都道府県が実施する新型コロナウイルス感染症重症患者に対応する医療従事者養成研修に医師、看
護師、 臨床工学技士を派遣した場合も対象に含まれる

（７）新型コロナウイルス重症患者を診療する医療従事者派遣体制の確保事業

医師、看護師、臨床工学技士を派遣

都道府県が実施する新型コロナ
ウイルス感染症重症患者に対応
する医療従事者養成研修を受講

新型コロナ患者対応
ECMO等研修

※対象経費：派遣後の診療体制を構築するための経費、派遣する医師等の旅費・宿泊費等
上限額：医師 １人１時間あたり 7,570円、医師以外の医療従事者 １人１時間あたり 2,760円

（重点医療機関に派遣する場合）
医師 １人１時間あたり 15,100円、医師以外の医療従事者 １人１時間あたり 5,520円

※派遣元医療機関等においては、補助基準額の引上げ分を活用して、派遣される医師・看護師等の処遇に配慮するよう留意すること。

事業目的・内容

追加

別添２



（２０）新型コロナウイルス感染症重症患者に対応する医療従事者養成研修事業

新型コロナウイルス感染症の重症患者に対応可能な医療提供体制を構築するよう、体外式膜型人工肺（ECMO）
及び人工呼吸器を扱うことのできる医療従事者を養成することを目的とする。

事業目的

新型コロナウイルス感染症の重症患者に対して、ECMO及び
人工呼吸器を適切に取り扱うことのできる医療従事者を養成する
ため、次の研修を実施する。
（ア）新型コロナ患者対応ECMO研修
（イ）新型コロナ患者対応人工呼吸器研修

〔実施者〕 〔基準額〕
都道府県 ・新型コロナ患者対応ECMO研修（基礎編及び応用編）

１開催当たり 4,500,000円
・新型コロナ患者対応人工呼吸器研修（基礎編及び応用編）
１開催当たり 2,000,000円

事業内容

重症
患者

医師

看護師

臨床工学
技士

医師

看護師

ECMOチーム 人工呼吸器管理
を行う者

増やす必要

「ECMO研修」 「人工呼吸器研修」

より多くの重症患者の治療が可能

医師、看護師、臨床工学技士

本研修（新型コロナウイルス感染症重症患者に
対応する医療従事者養成研修事業）

※補足

派遣

※本研修の受講者にかかる、派遣元医療機関の派遣後の診療体
制を構築するための経費、派遣する医師等の旅費・宿泊費等の
費用に関しては別途、「新型コロナウイルス重症患者を診療す
る医療従事者派遣体制の確保事業」が活用可能（※）。

※上限額：医師 １人１時間あたり 7,570円、看護師・臨床工学技士 １人１時間あたり 2,760円

参考


